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非開示理由等 所管局部課等

1 R3.4.2 R3.5.6
防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和４８年１月３０日深予（収）第１０
号）

4 ● ● ●

(２号）特定の個人を識別することはでき
ないが、公にすることにより、個人の権利
利益を害する恐れがあるため

（４号）公にすることにより、建物内部へ
の侵入や犯罪の実行を容易にするなど、居
住者の安全を脅かすおそれがあるため

東京消防庁予防
部予防課

2 R3.4.16 R3.5.6
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２４年４月４日２４城予
（設）第１２号）

5 ●
東京消防庁予防
部予防課

決定区分 （根拠規定）条例７条



3 R3.4.26 R3.5.6

○（東京都港区○丁目○番○号○）に係る消防計画作成（変更）届出書（平成３０
年３月１６日２９芝予（防）第４７５２号、（災）第１７８１号）、消防計画作成
（変更）届出書（平成２７年５月２６日２７芝予（防）第８４４号）、消防計画作
成（変更）届出書（平成２２年７月７日２２芝予（防）第１９８７号）、消防計画
作成（変更）届出書一式（平成２０年８月１１日２０芝予（防）第１９７９号）

14 ●
東京消防庁予防
部防火管理課

4 R3.4.26 R3.5.6
○ビル（東京都江戸川区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備
等）点検結果報告書（平成３０年１０月１９日３０江小（報）第８３号）

12 ●
東京消防庁予防
部査察課

5 R3.3.31 R3.5.7

１　防火対象物使用（変更）届出書その２（消防用設備等）（昭和４７年１１月２
９日千予（収）第１６３号）
２　消防用設備等設置届出書（昭和６０年５月１３日千予（設）第５９７号）

14 ●
東京消防庁予防
部予防課



6 R3.3.26 R3.5.7 電気設備設置（変更）届出書（平成２４年１１月６日２４京予第６８号） 2 ●
東京消防庁予防
部予防課

7 R3.4.24 R3.5.7
○（東京都渋谷区○丁目○番○号）に係る消防計画作成（変更）届出書一式（平成
４年６月３０日４渋予第９７５号）

19 ● ●
（４号）住戸等に係る共用部分の情報は、
侵入や窃盗等の犯罪を容易にし居住者の安
全を脅かすおそれがあるため

東京消防庁予防
部防火管理課

8 R3.3.26 R3.5.7
○（東京都渋谷区○丁目○番○号）に係る全体についての消防計画作成（変更）届
出書一式（平成２５年１２月１３日２５渋予（防）第９９９号）

5 ●
東京消防庁予防
部防火管理課



9 R3.4.15 R3.5.10 消防用設備等着工届出書（平成３年９月１８日新予（着）第３６１９号） 14 ●
東京消防庁予防
部予防課

10 R3.3.17 R3.5.10

火災調査書類（令和２年３月２７日３１新西（調）第５０号）のうち、火災調査書
（様式第１５号及び様式第１５号の２）、出火原因判定書（様式第１６号及び様式
第２６号）、現場見分調書（様式第１８号及び様式第２６号）、鑑識見分調書（様
式第１８号及び様式第２６号）

43 ● ● ● ●

（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に
関する情報で特定の個人を識別することが
できるため

（３号）法人に関する情報で公にすること
により、競争上又は事業運営上の地位その
他社会的な地位が損なわれると認められる
ものであるため

（６号）関係者等の供述内容は、公にする
ことにより、都民等からの火災調査に対す
る信用を失墜させ、関係者からの情報収集
活動や火災関係資料の入手が困難となり、
今後の火災調査事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため

東京消防庁予防
部調査課

11 R3.4.6 R3.5.11
○（渋谷区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報
告書（令和元年１１月２５日３１渋予（報）第２６９９号）

25 ● ● ●

（２号）氏名等の情報は、個人に関する情
報で特定の個人を識別することができるた
め

（４号）印影を公にすることにより、偽造
等の犯罪に悪用されるおそれがあるため

東京消防庁予防
部査察課



12 R3.5.6 R3.5.11
○（東京都港区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結
果報告書（令和元年１１月１２日３１芝予（報）第１４３７号） 21 ●

東京消防庁予防
部査察課

13 R3.4.6 R3.5.12
防火対象物使用（変更）届出書その１（平成１６年８月９日１６渋予（使）第３５
４号）

5 ● ● ●

　（２号）氏名等の情報は、個人に関する
情報で特定の個人を識別することができる
ため

（４号）公にすることにより、建物内部へ
の侵入や犯罪の実行を容易にするなど、居
住者の安全を脅かすおそれがあるため

東京消防庁予防
部予防課

14 R3.4.6 R3.5.12

１　火を使用する設備等の設置（変更）届出書（昭和５２年８月１３日渋予（火）
第９２号）
２　防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和５２年１１月１７日渋予（使）第
５９３号）
３　防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和５３年１月９日渋予（使）第１
号）
４　防火対象物使用（変更）届出書その３（電気設備）（昭和５２年４月２５日渋
予（使）第２１２号）

66 ● ● ●

(２号）特定の個人を識別することはでき
ないが、公にすることにより、個人の権利
利益を害する恐れがあるため

（４号）公にすることにより、建物内部へ
の侵入や犯罪の実行を容易にするなど、居
住者の安全を脅かすおそれがあるため

東京消防庁予防
部予防課



15 R3.4.26 R3.5.12
○ビル（東京都千代田区○－○）○
平成２８年２月８日２７神三（使）第４１号の検査結果書 1 ●

東京消防庁予防
部予防課

16 R3.5.7 R3.5.12
○（東京都港区○丁目○番○号○）に係る消防計画作成（変更）届出書一式（令和
２年９月４日２芝予（防）第１８３６号、（災）第７０６号）

23 ● ●
（４号）公にすることにより、建物内部へ
の侵入や犯罪の実行を容易にするなど、居
住者の安全を脅かすおそれがあるため

東京消防庁予防
部防火管理課

17 R3.5.7 R3.5.12
○（東京都台東区○丁目○番○号）に係る消防計画作成（変更）届出書一式（令和
元年１１月５日３１上予（防）第１４１５号、第１４１６号）

42 ●
東京消防庁予防
部防火管理課



18 R3.3.18 R3.5.17

１　○ビル（（○ビル）東京都江戸川区○－○－○）に係る防火対象物使用開始届
書
２　○ビル（（○ビル）東京都江戸川区○－○－○）に係る防火対象物使用開始届
書

32 ● ● ●

(２号）特定の個人を識別することはでき
ないが、公にすることにより、個人の権利
利益を害する恐れがあるため

（４号）公にすることにより、建物内部へ
の侵入や犯罪の実行を容易にするなど、居
住者の安全を脅かすおそれがあるため

東京消防庁予防
部予防課

19 R3.4.7 R3.5.17 八王子市で発生した火災現場における殉職事故に関する安全対策等検討結果報告書 166 ● ● ● ●

（２号）個人に関する情報で特定の個人を
識別することができるため
　また、特定の個人を識別することはでき
ないが、公にすることにより、なお個人の
権利利益を害するおそれがあるため

（４号）公にすることにより、消防活動の
手法、技術、体制等が明らかにされ、その
結果これらの活動が阻害され、もしくは適
正に行われなくなり、又はその可能性があ
るため

（６号）公にすることにより、都民等から
の消防活動に対する信用を失墜させ、関係
者からの情報収集活動や火災関係資料の入
手が困難となり、今後の消防活動の遂行に
著しい支障を来すおそれがあるため

東京消防庁人事
部職員課

20 R3.3.18 R3.5.18
令和元年１０月１３日、福島県に緊急消防援助隊として派遣された航空隊が要救助
者を死亡させた事故に関し、職員の懲戒処分を決定した起案文書及び死亡事故に関
する報告書

136 ● ● ●

（２号）個人に関する情報で特定の個人を
識別することができるため
　また、特定の個人を識別することができ
ないが、他の情報と照合することにより、
特定の個人を識別できるため

（６号）職員の処分について判断する上で
考慮の対象となる情報が記載されており、
公にすることにより、人事管理に関する事
務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支
障を及ぼすおそれがあるため

東京消防庁人事
部人事課



21 R3.5.1 R3.5.18
八王子市○－○（家屋番号：○番○）に在る建物に関する、最新の消防設備等点検
結果報告書

●
（不存在）当該公文書は、届出の事実がな
く、存在しない。

東京消防庁予防
部査察課

22 R3.3.18 R3.5.18
緊急消防援助隊派遣先における航空救助活動中の死亡事故に関する調査結果及び再
発防止策について（最終結果報告書）

76 ● ● ●

（２号）個人に関する情報で特定の個人を
識別することができるため
　また、特定の個人を識別することができ
ないが、他の情報と照合することにより、
特定の個人を識別できるため

（６号）職員の処分について判断する上で
考慮の対象となる情報が記載されており、
公にすることにより、人事管理に関する事
務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支
障を及ぼすおそれがあるため

東京消防庁装備
部航空隊

23 R3.3.24 R3.5.18

火災調査書類（令和２年１２月２１日３１世予（調）第２４号）のうち、火災調査
書（様式第１５号及び様式第１５号の２）、質問調書（様式第１９号及び様式第２
６号）、質問調書（様式第１９号及び様式第２６号）、現場質問調書（様式第１９
号）

7 ● ● ●

（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に
関する情報で特定の個人を識別することが
できるため

（６号）関係者等の供述内容は、公にする
ことにより、都民等からの火災調査に対す
る信用を失墜させ、関係者からの情報収集
活動や火災関係資料の入手が困難となり、
今後の火災調査事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため

東京消防庁予防
部調査課



24 R3.5.13 R3.5.20

１ ○ビル（東京都港区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備
等）点検結果報告書（令和２年８月３日２麻予（報）第４５７号）
２ ○（東京都港区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点
検結果報告書（令和２年６月２６日２麻予（報）第２９９号）

38 ●
東京消防庁予防
部査察課

25 R3.5.10 R3.5.20 　資器材等活用要領（令和３年３月警防部）の一部 42 ● ●
　（２号）氏名等の情報は、個人に関する
情報で特定の個人を識別することができる
ため

東京消防庁警防
部警防課

26 R3.4.8 R3.5.21
消防法施行令第8条の適用について（申請）（昭和６２年１１月１０日第８４６号赤
坂消防署予防課受付）

5 ● ●
（４号）公にすることにより、建物内部へ
の侵入や犯罪の実行を容易にするなど、居
住者の安全を脅かすおそれがあるため

東京消防庁予防
部予防課



27 R3.3.29 R3.5.21

火災調査書類（令和２年９月７日２志赤（調）第２号）のうち、火災調査書（様式
第１５号及び様式第１５号の２）、出火原因判定書（様式第１６号及び様式第２６
号）、現場見分調書（様式第１８号及び様式第２６号）、鑑識見分調書（様式第１
８号及び様式第２６号）、現場質問調書（様式第１９号及び様式第２６号）、現場
質問調書（様式第１９号）、建物以外の損害調査書（様式第２４号）、火災損害状
況調書（様式第７号）

42 ● ● ●

（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に
関する情報で特定の個人を識別することが
できるため

（６号）関係者等の供述内容は、公にする
ことにより、都民等からの火災調査に対す
る信用を失墜させ、関係者からの情報収集
活動や火災関係資料の入手が困難となり、
今後の火災調査事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため

東京消防庁予防
部調査課

28 R3.5.13 R3.5.24

別記1の対象物に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書のうち最新
の非常電源（自家発電設備）の点検票と運転性能の維持に係る予防的な保全策の報
告文書
別記２の対象物に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書のうち運
転性能の維持に係る予防的な保全策の報告文書

6 ●
東京消防庁予防
部査察課

29 R3.5.13 R3.5.24

別記1の対象物に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書のうち最新
の非常電源（自家発電設備）の点検票と運転性能の維持に係る予防的な保全策の報
告文書
別記２の対象物に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書のうち運
転性能の維持に係る予防的な保全策の報告文書

●
（不存在）当該公文書は、届出の事実がな
く、存在しない。

東京消防庁予防
部査察課



30 R3.5.14 R3.5.24
○ビル（東京都練馬区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）
点検結果報告書

●
（不存在）当該公文書は、届出の事実がな
く、存在しない。

東京消防庁予防
部査察課

31 R3.5.20 R3.5.24
○（東京都目黒区○丁目○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書（令和３年１月１５日２目予（報）第１７９０号）

18 ●
東京消防庁予防
部査察課

32 R3.5.20 R3.5.25

○（東京都板橋区○番○号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報
告書（令和元年１２月１９日３１板予（報）第１２４８号）のうち次の公文書
⑴　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（別記様式第１）
⑵　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表（別記様式第２）

3 ●
東京消防庁予防
部査察課



33 R3.3.26 R3.5.26

１　立入検査資料（平成４年４月２０日に提出されたもの）
２　消防用設備等設置届出書（平成３年７月５日第５２３９号）
３　消防用設備等設置届出書（平成３年７月５日第５２３０号）
４　電気設備設置（変更）届出書（平成３年５月２４日第６１７６号）
５　消防用設備等設置届出書（平成３年７月３日第５２３１号）
６　防火対象物使用（変更）届出書（平成３年６月５日第５８３号）
７　防火対象物使用開始届出書（令和元年６月２０日第５２０号）
８　防火対象物使用開始届出書（平成２５年９月１３日第９７５号）
９　防火対象物使用開始届出書（平成３０年４月２７日第１９４号）
10　消防用設備等設置届出書（平成３年７月４日第５２３６号）
11　消防用設備等設置届出書（平成３年７月１日第５２１９号）

186 ● ● ●

(２号）特定の個人を識別することはでき
ないが、公にすることにより、個人の権利
利益を害する恐れがあるため

（４号）公にすることにより、建物内部へ
の侵入や犯罪の実行を容易にするなど、居
住者の安全を脅かすおそれがあるため

東京消防庁予防
部予防課

34 R3.5.18 R3.5.26
○（東京都練馬区○－○－○）の防火対象物使用開始届出書（平成２５年１２月４
日第１３５号）

2 ●
東京消防庁予防
部予防課

35 R3.5.21 R3.5.27 令和３年度水利施設等工事で使用する単価の決定について決定した表 10 ●
東京消防庁防災
部水利課



36 R3.5.19 R3.5.27

○（三鷹市○－○－○）に係る以下の書類（印影及び個人情報を除く）
⑴　少量危険物の貯蔵・取扱届出書（平成１１年１０月６日１１鷹大（障）予第２
０号）
⑵　少量危険物の貯蔵・取扱届出書（平成１２年６月５日１２鷹予（障）予第１０
３号）
⑶　少量危険物の貯蔵・取扱届出書（平成１２年６月１４日１２鷹予（障）予第１
０４号）
⑷　指定可燃物の貯蔵・取扱届出書（平成１２年７月２１日１２鷹予（障）予第１
０５号）

4 ●
東京消防庁予防
部危険物課

37 R3.5.19 R3.5.28 ○(豊島区○－○－○)に係る最新の消防用設備等点検結果報告書 ●
（不存在）当該公文書は、届出の事実がな
く、存在しない。

東京消防庁予防
部査察課

38 R3.4.20 R3.5.28
火災調査書類（令和２年１１月２０日２町鶴（調）第１４号）のうち、火災調査書
（様式第１５号及び様式第１５号の２）、出火原因判定書（様式第１６号及び様式
第２６号）

5 ● ● ●

（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に
関する情報で特定の個人を識別することが
できるため

（６号）関係者等の供述内容は、公にする
ことにより、都民等からの火災調査に対す
る信用を失墜させ、関係者からの情報収集
活動や火災関係資料の入手が困難となり、
今後の火災調査事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため

東京消防庁予防
部調査課



39 R3.4.2 R3.5.28

火災調査書類（令和３年３月３１日２荏予（調）第１６号）のうち、火災調査書
（様式第１５号及び様式第１５号の２）、出火原因判定書（様式第１６号及び様式
第２６号）、火災出場時における見分調書（様式第１７号及び様式第２６号）、現
場見分調書（様式第１８号及び様式第２６号）、鑑識見分調書（様式第２６号）、
現場質問調書（様式第１９号及び様式第２６号）、現場質問調書（様式第１９号及
び様式第２６号）、現場質問調書（様式第１９号）、建物以外の損害調査書（様式
第２４号）

95 ● ● ●

（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に
関する情報で特定の個人を識別することが
できるため

（６号）関係者等の供述内容は、公にする
ことにより、都民等からの火災調査に対す
る信用を失墜させ、関係者からの情報収集
活動や火災関係資料の入手が困難となり、
今後の火災調査事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため

東京消防庁予防
部調査課

40 R3.5.19 R3.5.31 消防活動報告（東京消防庁警防規程事務処理要綱別記様式第３７号） 1 ● ●

（２号）氏名等の情報は、個人に関する情
報で特定の個人を識別することができるた
め
 また、特定の個人を識別することはでき
ないが、公にすることにより、個人の権利
利益を害する恐れがあるため

東京消防庁警防
部特殊災害課

41 R3.5.24 R3.5.31
葛西消防署南葛西救急隊の救急出場（令和３年○月○日午後○時○分覚知）に関す
る様式第３５号小隊活動記録票

1 ● ●
（２号）氏名等の情報は、個人に関する情
報で特定の個人を識別することができるた
め

東京消防庁救急
部救急管理課


